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令和２年度当初予算編成にあたって（考え方）
本年は、いよいよ、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会が開催されます。多くの区民や来街者

がその感動や興奮、歓喜を分かち合い、未来への活力につながるものとなるよう、万全の準備を整え、成功

へと導くとともに、これを推進力としながら２０２０年のその先を見据えて、成長と成熟が調和した「まちづくり」

を力強く進めていく必要があります。

その未来像として描く「渋谷区」の姿が、世界に誇れる魅力あふれる『成熟した国際都市』です。「ちがいを ち

からに 変える街。渋谷区」のフレーズのもと、その原動力となる「ダイバーシティ＆インクルージョン」を理念と

して、渋谷に集まるすべての人の多様性をエネルギーに変えながら、本区が持続的成長を遂げていく施策を

大胆かつ戦略的に展開していかなければなりません。

その確かな道筋をつけるべく、令和２年度当初予算案においては、「人々の多様な可能性を育む子育て支

援・教育・福祉施策の充実」、「まちの可能性を育み、新たな価値や文化、コミュニティを創造する街づくりの推

進」、「安全・安心なまちづくりと快適な生活環境の整備」を重点課題として、「未来への投資」となる予算を積

極的に措置しました。

これらの考えを総合的に勘案し予算編成を慎重に進めた結果、一般会計予算総額は１，０５２億４，９００万

円となり、対前年度比１３．９％増の過去最大の予算規模となっています。

この歳出の財政的裏付けは、主として堅調な伸びが見込まれる特別区民税収等と、将来の行政需要と新た

な政策の積極的な後押しのため、着実に積み立ててきた基金の活用です。

今後も、将来を見据えて財政の健全性を堅持しつつ、区民の皆さまが、安全・安心に住み続けられ、いきい

きと活躍し輝く未来となる「まち」となるよう、区政運営に積極果敢に取り組んでまいります。
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財政規模
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歳入内訳

令和２年度 増減率

特別区税 531.7億円 4.6%

国庫支出金 133.7億円 6.8%

都支出金 88.4億円 28.1%

その他の歳入 298.7億円 34.9%

総 計 1,052.5億円 13.9%

表１：一般会計歳入内訳表 図２：一般会計歳入内訳構成比
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

思わず体を動かしたくなる街へ。 C
事 業 名 予 算

東京オリンピック・パラリンピック推進
（気運醸成・レガシー事業・おもてなしスポット運営・東京2020大会ｺﾐｭﾆﾃｨﾗｲﾌﾞｻｲﾄ等） 1億8,600万円

事 業 目 的 事 業 概 要

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の

本番年を迎え、区民への気運醸成事業の集大成

であると同時に、障がい者スポーツの普及に向け

たレガシー事業を実施する。

また、来街者に向けて区独自のおもてなし活動を

行う「おもてなしスポット事業」を区内３か所で実施

するとともに、パラリンピック開催期間には、大型ス

クリーンを利用した競技中継や文化プログラムを

融合した東京2020大会コミュニティライブサイトを実

施し、大会を盛り上げる。

1 気運醸成・レガシー事業 【拡充】

（1）壮行会・報告会

①日程：令和2年5月（壮行会）、10月（報告会）

②会場：渋谷区スポーツセンター（壮行会）、区役所（報告会）

③内容：区内開催競技及び関連競技の選手や関係者の壮行会を実施し、区民への気運醸成の集大成を図る。

また、大会終了後、報告会を実施し、大会を振り返るとともに、区民にレガシーとして残す。

（2）区長杯大会

①期間：令和2年11月～令和3年3月＜3回＞

②会場：渋谷区スポーツセンターおよび青山学院大学体育館

③内容：東京2020大会終了後も、パラスポーツ（車いすラグビー、パラバドミントン、ボッチャ）を、一過性のも

のとして終わらせることなく、区民に根付かせるため、間近で観戦、応援し、体験する機会を設ける。

2 おもてなしスポット事業 【新規】

（1）期間：令和2年7月1日（水）～9月13日（日）（予定）※会場により期間は異なる

（2）会場：区役所、千駄ヶ谷社会教育館、渋谷エキスポ（現・東急百貨店東横店）

（3）内容：来街者に向けて、東京2020大会の情報発信をするとともに、日本文化や渋谷区の歴史・未来を紹介し、

笑顔でおもてなし活動を行うことで、「また来たい街・渋谷」となることを目指す。

3 東京2020大会コミュニティライブサイト事業 【新規】

（1） 実施期間：令和2年8月25日(火)～9月6日(日) (予定)

（2） 実施会場：渋谷区立宮下公園

（3） 内容：パラリンピック開催期間に、スクランブル交差点とともに渋谷のシンボルとなるMIYASHITA PARK

において、大型スクリーンを利用した競技中継を通じて観戦を楽しみ、大会の感動と興奮を共有できる

機会を提供するとともに、ステージイベント等において平成29年度から実施している文化プログラムイ

ベントの内容も実施する。

特 記 事 項

・渋谷区内競技会場を満員にして、選手を応援、お

もてなし。

・渋谷区独自のおもてなし活動として、ボランティア

と共に来街者を笑顔でおもてなし。

・区民、来街者等へパラスポーツに対する気運醸

成及び東京2020大会レガシーの創出につなげて

いく。

担 当 区民部オリンピック・パラリンピック推進課長 田中 ☎03-3463-1593 関連資料の有無 無
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

ビジネスの冒険に満ちた街へ。 G

事 業 名 予 算

スタートアップ・エコシステム －
事 業 目 的 事 業 概 要

国が発表した「世界に伍するスタートアップ・エコ

システム拠点形成戦略」を受け、渋谷を海外の都

市に負けない、スタートアップが起業・運営しやす

い都市とするための環境を整備する。

◆創業支援の拡充

渋谷を拠点にしているスタートアップの声を集め、国内外のスタートアップが起業しやすい規制緩和を検討する。

◆コミュニティ形成

人材、資金、情報不足を解消するため、渋谷のスタートアップとともに様々なプログラムやイベントを開催し、コミュニ

ティ形成を促す。

◆海外スタートアップ・VC・アクセラレーター参入支援

海外スタートアップが区内で起業・運営しやすくするため、ビジネス・生活面の各種手続き、法令情報をワンストップで

多言語によるサービス提供を目指す。

◆実証・実装の場の提供

スタートアップの公共性のある事業について、積極的に区内で実証・実装を推進する。

◆オープンイノベーションの推進

テクノロジーに関わる大学、大企業、団体はもちろんテック以外の様々な業界と連携し、新たなビジネスアイデアが生

まれる場作りを行う。

特 記 事 項

スタートアップの支援拠点やコワーキングスペー

スが集積している渋谷の街の特色を活かし、渋谷

コンソーシアムを形成。令和元年12月、スタート

アップ・VC・大企業・アクセラレーター・大学・大使

館関係者を集め、キックオフイベントを実施。

担 当 経営企画部国際戦略推進担当課長 田坂 ☎03-3463‐1291 関連資料の有無 無
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

思わず身体を動かしたくなる街へ。 C・(H)

事 業 名 予 算

多言語対応AED整備 300万円
事 業 目 的 事 業 概 要

コンビニエンスストアに多言語対応AEDを設置し、

区民の方、訪日外国人の方がいつでも安心して

AEDを利用できる環境を整備する。

設置にあたり、S-SAP協定を締結しているセコム

株式会社、株式会社セブン-イレブン・ジャパンと新

たに三者協定を締結し、協働して安全・安心なまち

づくりの推進を目指す。

◆スケジュール

令和2年3月中 三者協定の締結

S-SAPパートナーでもある、セコム株式会社、株式会社セブン-イレブン・ジャパンと、「コンビニエンスストアへの自動体

外式除細動器（AED）設置による安全・安心なまちづくりの推進に係る協定」を締結。

令和2年4月 AEDの設置
区内セブン-イレブン（83店舗［令和２年２月３日現在］）のうち、オーナーが設置を希望する店舗に設置。

◆協定に基づく取り組み
救命率向上および救護体制強化の実現に向け、下記を実施予定。

【区】
・AED設置店舗の周知

【セコム株式会社】
・設置店舗の従業員等への機器取扱講習、救命講習の実施

【株式会社セブン－イレブン・ジャパン】
・設置場所の提供

特 記 事 項

東京2020大会により訪日外国人が増えることを

想定し、AEDは音声ガイダンスが英語に切り替え

可能なものを設置することで、訪日外国人の方も

安心してAEDを利用できる環境を整備する。

担 当 危機管理対策部防災課長 行廣 ☎03-3463-4418 関連資料の有無 無
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

人のつながりと意識が未来を守る街へ。 Ⅾ

事 業 名 予 算

分煙対策推進事業 ３億2,700万円
事 業 目 的 事 業 概 要

平成３１年４月から、路上＆公園等を全面禁煙と

し、現在、違反者から過料を徴収することで、路上

等の喫煙対策強化を図っているところである。しか

しながら来街者（外国人を含む）には周知が十分で

はないため、特に来街者に向けた周知啓発や新た

な喫煙所の設置により、分煙対策を推進する。

◆屋内喫煙所設置の補助金制度

誰もが利用できる公共喫煙所（室）を設置するための補助金制度を設立し、２４時間開業している区内

のコンビニエンスストア等に設置されることにより路上喫煙防止及び分煙対策の強化を図る。

・補助内容：喫煙所設置費用及び管理運営費

◆コンテナ型喫煙所設置

区内には駅周辺に衝立式屋外喫煙所が設置されているが、コンテナ型の喫煙所に変更することにより、

受動喫煙の防止を図る。

・設置場所は検討中

◆路上喫煙禁止の周知啓発

渋谷駅・スクランブル交差点には、昼夜問わず多くの来街者が訪れている。本区では「道路、公園等の

公共の場所」では、喫煙を禁止しているが、多くの来街者に周知ができていない状況がある。駅前の

大型ビジョンを活用した多言語表記による周知、電子媒体による検索サイトに広告の掲載、さらに、

ホテルや旅行会社のフロントでの周知啓発により、路上喫煙防止を図る。

・渋谷駅前大型ビジョンによる路上喫煙禁止のPR（４か国語）

・Google検索サイトでのリスティング広告掲載

・区内ホテル、百貨店などにおけるQRコードを利用した喫煙所マップの案内

特 記 事 項

区全域で「スモークフリー」を目指す。

担 当 環境政策部環境政策課長 國副 ☎03-3463-2748 関連資料の有無 無
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

思わず身体を動かしたくなる街へ。 C

事 業 名 予 算

受動喫煙防止対策 1,600万円
事 業 目 的 事 業 概 要

令和2年4月1日、改正健康増進法・東京都受動

喫煙防止条例の全面施行によって、すべての施

設は原則屋内禁煙となり、喫煙する場合には、

基準に基づいた喫煙室の設置等が必要になる。

区は、法及び都条令に基づき、望まない受動

喫煙を防止するとともに、健康影響を受けやすい

20歳未満の方や受動喫煙を防ぎにくい立場の従

業員の健康を守る。

◆受動喫煙相談窓口の開設

専用窓口を開設し、関係法令の遵守にあたってやるべきことや、受動喫煙に関する困りごとの相談を受ける。また、従

業員がいない飲食店が「喫煙可能室」を設置する際に必要な届け出を受理する。

◆専門アドバイザーによる相談

飲食店等の喫煙室の設置や基準等に関し、専門家である「労働衛生コンサルタント」が具体的なアドバイスを行う。

◆受動喫煙防止対策指導員による飲食店等への普及啓発、指導助言

警察官ＯＢを受動喫煙防止対策指導員として任用し、飲食店やオフィス・事業所等に対し、法・都条例に基づく受動喫

煙対策を普及・啓発する。また、法や都条例に違反する事案に対し、指導・助言を行なって適正化を進める。

◆行政処分

受動喫煙防止対策指導員による度重なる指導・助言にも関わらず改善に応じない場合には、区は勧告・公表・命令・

都知事への通知等の行政処分を行う。違反者には罰則として過料が科せられることがある。
特 記 事 項

区有施設については、令和元年9月から原則敷

地内禁煙としている。

担 当 健康推進部地域保健医療担当課長 椎名 ☎03-3463-2392 関連資料の有無 無
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

愛せる場所と仲間を、誰もがもてる街へ。 E・(D)

事 業 名 予 算

宮下公園オープン 2億1,400万円
事 業 目 的 事 業 概 要

新宮下公園等整備事業は、それまで抱えていた、

バリアフリー動線の確保や併設する都市計画駐車

場と共に経年変化による耐震性などの課題の解決

と渋谷駅周辺地区の発展に資する街づくりのきっ

かけとなることを目指してきた。

PPP事業という手法を採用し、良質で効率的な施

設整備に向けて民間のノウハウや資金を活用する

ことにより、多機能な空間の提供と「緑と水の空間

軸」を実現しながら、安全・安心な公共空間をつくる

とともに、街に新たな賑わいと回遊性をもたらすこ

とを目的としている。

新しい宮下公園では、景観に配慮した多くの樹木とキャノピー（天蓋）が創り出す新しい緑化空間が特徴的である。

また、約１０００㎡の芝生ひろばでは自由にくつろぎ、活動できるとともに、イベント等の開催による賑わいにも触れるこ

とができる。スポーツ施設としては、従前の宮下公園でも親しまれてきた、ボルダリングウォールとスケート場に加え、

多目的運動施設としてサンドコートを整備し、多様な種類のスポーツや健康づくりを楽しめる公園となる。

区民をはじめ公園利用者に多彩なサービスを提供できるように、民間活力による指定管理者制度を導入し、安全・安

心の確保と快適空間の確保を実現する。公園の開園は令和２年６月を予定している。

＜渋谷区立宮下公園概要＞

公園所在地 南街区：渋谷区渋谷一丁目２６番 北街区：渋谷区神宮前六丁目２０番

主な公園施設 芝生ひろば 約１，０００㎡

多目的運動施設（サンドコート） 約 ７００㎡

ボルダリングウォール １か所

スケート場 約 ５００㎡

カフェ １棟

管理事務所 １棟

公園指定管理者 宮下公園パートナーズ（三井不動産㈱・西武造園㈱）

＜公園と一体的に整備される低層複合施設(公園・駐車場・商業施設・ホテル)概要＞

名称 MIYASHITA PARK

敷地面積 約１０，７４０㎡

延床面積 約４６，０００㎡

全長 約３３０ｍ

特 記 事 項

立体都市公園制度を渋谷区内で初めて活用した

都市公園であり、都市機能（公園と駐車場）と商業

施設、ホテルが一体となった低層複合施設となる

新しいミクストユース型のプロジェクトである。

担 当 土木部公園プロジェクト推進担当課長 中村 ☎03-3463-2735 関連資料の有無 有
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全体俯瞰図 ボルダリングウォール・スケート場

平面図
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

愛せる場所と仲間を、誰もがもてる街へ。 E・(D)

事 業 名 予 算

インクルーシブ公園整備&新プレーパーク整備 1億600万円
事 業 目 的 事 業 概 要

多様な公園利用ニーズを踏まえながら、公園に

集う様々な区民が安全に利用することができ、さら

には「ちがい」を自然と理解しあえる工夫がされて

いる公園整備を行う。

現在、区立はるのおがわコミュニティパークにて

展開しているプレーパーク事業の拡大をしていく。

プレーパーク事業の拡大により、子どもが自由に

遊ぶ場を整備するとともに、公園に集う区民の地

域コミュニティの活性化を目的とする。

◆インクルーシブ公園整備 対象場所：恵比寿南二公園

〇インクルーシブ遊具の設置

老朽化した遊具の改修や公園の改良工事の際に、利用者が安全に楽しむことのできる遊具を設置する。

〇園路の整備

遊具だけでなく、すべての方が安全に移動できる通路を確保する。

◆プレーパーク事業の拡大

プレーパーク事業は、「子どもが自由な発想により自分の責任で自由に遊ぶ」ことを基本理念に子どもたちの豊かな

人間性を育み、個性を伸ばすとともに、地域の協働を促しながら、子どもを持つ親に向けた情報発信拠点としての役

割も担うことで、地域コミュニティの活性化に寄与することを目的としている。

区立公園において、民間活力を活用したプレーパークの整備を検討していく。

特 記 事 項

担 当 土木部長（緑と水・公園課長 事務取扱） 齊藤 ☎03-3463-2765 関連資料の有無 有
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

それぞれの成長を、一生よろこべる街へ。 A

事 業 名 予 算

待機児童対策 26億7,200万円
事 業 目 的 事 業 概 要

待機児童解消に向けて、令和２年度は新規保育

施設整備により認可定員を319人拡大する。

賃借物件を活用した保育施設への賃借料補助

の拡充を図り、地域バランスを考慮した保育施設

整備のスピードをさらに加速させる。また、施設整

備に限ることのない多様な待機児童対策を進める。

●保育施設整備計画・定員拡大（予定）

【令和２年度】定員319人増 （ ）内は定員

・４月開設〔301人増〕 遍照広尾保育園（108人）、ポピンズナーサリースクール恵比寿南（130人）、

西原ほほえみ保育園（63人）

・10月開設〔18人増〕 ぬくもりのおうち保育 神宮園（18人）

【令和３年度】４月開設予定５施設

●賃料補助の拡充（期間は10年間）

保育施設整備をさらに加速させるため、令和２年度中に着工し、令和３年４月に開園する賃借物件を活用した保育施

設に対して、開設後５年目までに限り、賃料の年間補助額を最大3,000万円（月額補助単価１万円/坪）から最大4,500

万円（月額補助単価１.5万円/坪）に引き上げる。

●その他多様な待機児童対策

新設園の空きスペースを活用した期間限定型保育、居宅訪問型保育（ベビーシッター派遣）、企業主導型や認可外

保育施設における待機児童枠の確保、認可外保育利用者に対する保育利用料の一部助成等、多様な手法による待

機児童対策。

特 記 事 項

【待機児童数の推移】

平成28年4月 315人

平成29年4月 266人

平成30年4月 151人

平成31年4月 92人

担 当 子ども家庭部保育施設緊急整備担当課長 堀江 ☎03-3463-2546 子ども家庭部保育課長 田中 ☎03-3463-2477 関連資料の有無 有
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※既存園の増減も含む

年度／施設

認可 認可外・地域型保育等

合計
(定員)

対前年
増減

(定員)

待機
児童数

備 考
区 立 私 立

認定
こども園

計
(定員)

区立
幼保

認証
保育所

私立
保育室

区立
保育室

認可外施設
待機児受入

企業主導型
（地域枠）

小規模
保育事業

居宅訪問型
保育事業

平成28年度 1,668 1,091 848 3,607 88 252 29 387 37 4,400 336 315 新設：私立3園、こども園1
園、区立保育室1園

平成29年度 1,697 1,552 1,063 4,312 88 252 29 460 39 12 19 10 5,221 821 266 新設：私立6園、こども園2
園、小規模1園

平成30年度 1,697 2,198 1,171 5,066 88 252 29 379 39 12 19 12 5,896 675 151 新設：私立7園、こども園1
園

平成31年度 1,718 2,641 1,177 5,536 88 252 29 328 39 12 38 12 6,334 438 92 新設：私立5園、小規模1園

増減
（H31-H28） 50 1,550 329 1,929 0 0 0 △ 59 2 12 38 12 1,934 △ 223

令和2年度 1,741 2,956 1,177 5,874 88 252 29 254 39 12 56 12 6,616 282 新設：私立3園、小規模1園

令和3年度 1,741 3,354 1,177 6,272 88 252 29 254 39 12 56 12 7,014 398 新設：私立5園

令和4年度 1,741 3,354 1,177 6,272 88 252 29 254 39 12 56 12 7,014 0

増減
（R4-H31） 23 713 0 736 0 0 0 △ 74 0 0 18 0 680

増減
（R4-H28） 73 2,263 329 2,665 0 0 0 △ 133 2 12 56 12 2,614

区内保育施設 児童定員の推移（平成28年度～令和4年度）

（単位：人）（待機児童数：4月1日現在）
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

それぞれの成長を、一生よろこべる街へ。 A・(C)

事 業 名 予 算

渋谷区子育てネウボラの推進 14億5,700万円
事 業 目 的 事 業 概 要

渋谷区基本構想に掲げる「出産前から、子どもが

成長した後に至るまで、子育てを切れ目なく支援す

る街」の実現のため、妊娠期から１８歳になるまで

のすべての子どもとその家族への総合的で切れ目

のない支援を、高い専門性と地域の力で実現する。

◆渋谷区子育てネウボラ（神南分庁舎跡地複合施設）整備

渋谷区子育てネウボラ事業（令和元年５月第二美竹分庁舎にて開始）の新たな拠点として渋谷区子育てネウボラ

（神南分庁舎跡地複合施設）を令和３年度に開設する。

・施設概要（予定） 敷地面積 883.30㎡ 延べ面積 4,558.67㎡
１～３階 子育て支援のフロア 子どもと家族と地域のつながりを作る場

４～５階 健康のフロア 保健相談所の健診・相談事業

６～８階 専門相談のフロア 発達相談 子ども家庭相談 就学相談 教育相談

・事業期間 令和元年８月建設工事着手 令和３年８月開設予定

◆母子保健システムの導入

渋谷区子育てネウボラ事業の支援を充実させるため、基幹システムとなる母子保健システムを導入し、情報の一元

化、情報共有による連携強化、的確な支援状況の確認を行い、きめ細かい支援を実現する。

・導入効果

①健診・相談記録・予防接種等の電子的な一元管理による支援状況の的確な把握と、適切な支援

②地域保健課、各保健相談所、子ども家庭支援センター、子ども発達相談センター等との速やかな情報共有と専門

性を活かした重層的な支援

③保健師業務の効率化による専門性の発揮

・導入スケジュール

令和2年4月～令和3年2月 構築作業 令和3年3月 本稼働

◆フィンランド視察

ネウボラ発祥のフィンランドへ、ネウボラ事業において中心的役割を果たす保健師を中心とした視察チームを派遣し、

ネウボラの運営等を学び、現状の事業の振り返りや今後の事業展開に活かす。

特 記 事 項

令和元年度に保健師人財育成計画を策定し、妊

婦支援等の産前産後の支援を特に強化させるた

め、研修等を充実させ、経験年数に応じた育成計

画を推進する。

担 当 健康推進部生活衛生課長 豊田 ☎03-3463-2204 健康推進部地域保健課長 後藤 ☎03-3463-2389 関連資料の有無 無
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

それぞれの成長を、一生よろこべる街へ。 Ａ

事 業 名 予 算

ＩＣＴ教育推進事業の新環境構築 21億500万円
事 業 目 的 事 業 概 要

渋谷区では平成29年9月からＩＣＴ教育推進事業と

して『渋谷区モデル』を構築し、運用を開始した。区

内公立小・中学校に在籍する児童・生徒に一人一

台のタブレット端末を配布し、ＬＴＥ回線を用いて

『いつでも、どこでも、学べる』学習環境を提供して

いる。この『渋谷区モデル』を令和２年９月に全面

的に再構築し、より質の高い学習環境を提供する。

【背景】

・導入から３年の機器更新時期を迎えること

・渋谷区長期基本計画2017ー2026の策定

・新学習指導要領が順次全面実施

・新時代の学びを支える先端技術活用推進方策

・学校教育の情報化の推進に関する法律の施行

〇新しい『渋谷区モデル』について

令和２年９月から、区内公立小・中学校に在籍している児童・生徒と教職員を対象にタブレット端末を配布し、利活

用を図る。

〇新しい『渋谷区モデル』の概要

１ 現行モデルのコンセプトを引き継ぎ、より使いやすく

ＬＴＥ回線の利用により『いつでも、どこでも、学べる』という考えはそのままに、より安定した接続を確保するため、

令和元年度から校内ＬＡＮを整備し、授業時での活用環境の向上を図る。合わせて、ネットワーク分離と使いやすさ

を両立させる。

２ 教育の検証改善（ＰＤＣＡ）サイクルの加速

児童・生徒がタブレット端末を活用することで得られる記録をもとに、児童・生徒の学習状況を把握し、授業改善

を進めるという流れを作り、指導の一層の充実を図る。文部科学省「エビデンスに基づいた学校運営の改善に向け

た実証事業」の成果を実装する。

３ 教職員のワークライフバランスの改善

教務支援ソフトの改善、教職員間におけるコミュニケーションツールの導入及び勤怠管理の電子化を図り、事務

時間の縮減を図る。

４ 新たな技術への適応

文部科学省が公表した『新時代の学びを支える先端技術活用推進方針』等を踏まえ、ＬＴＥ回線を活用した遠隔

教育等を進める。

特 記 事 項

区内公立小・中学校に在籍している児童・生徒を

対象に一人一台のタブレット端末を配布し、家庭学

習をも含めた利活用を進める事業は、他自治体で

も実践例はなく、全国的に注目されている。

担 当 教育振興部教育政策担当課長 荒井 ☎03-3463-2795 関連資料の有無 無
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

それぞれの成長を、一生よろこべる街へ。 A

事 業 名 予 算

プログラミング教育支援 1,100万円
事 業 目 的 事 業 概 要

令和２年度、小学校における新学習指導要領の

全面実施に伴うプログラミング教育がはじまるに際

し、渋谷区プログラミング協定を締結した各ＩＴ企業

の人材を授業の講師・助手として配置し、プログラ

ミング教育の充実を図る。また、教科等の中で行う

プログラミング教育のカリキュラム開発を行う。参

画企業との協力により教員の指導力を高め、子供

たちが楽しかったと言える、魅力あるプログラミン

グ教育を推進する。

◆授業支援の実施

将来どのような職業に就くとしても、時代を超えて普遍的に求められる力としての「プログラミング的思考」を育成する

ため、ＩＴ企業の人材を必要に応じて講師として派遣する。

・参画企業との協力により 、プログラミング授業例を小・中学校に提供し、プログラミング教育の充実を図る。

・教科等でのプログラミングを通した学習において、参画企業の各社のスタッフを講師として学校に派遣し、

プログラミング教育の授業支援を行う。

◆カリキュラム開発

新学習指導要領における、小学校の教科等、中学校の「技術・家庭」で例示されているプログラミング教育のカリキュ

ラム開発を行い、子供たちにとって魅力あるプログラミング教育を行う。

・中学校「技術・家庭科」における、プログラミングを活用した学習のカリキュラム開発を行う。

・中学校において放課後におけるクラブ活動でのプログラミング教室の実施のためのカリキュラム開発を行う。

◆教員研修

新学習指導要領に例示されている教科等におけるプログラミング教育の充実に向け、教員研修を行い、教員の指導

力を高めていく。

・参画企業のスタッフを講師として、小・中学校の教員を対象に、プログラミング的思考を育む授業の実施に必要な知

識・技能を身に付けるための研修を実施する。

特 記 事 項

令和元年6月17日に、東急株式会社、株式会社

サイバーエージェント、株式会社ディー・エヌ・エー、

ＧＭＯインターネット株式会社、株式会社ミクシィと

渋谷区教育委員会が「プログラミング教育事業に

関する協定」を締結。

担 当 教育振興部指導室長 坂本 ☎03-3463-2994 関連資料の有無 無
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

あらゆる人が、自分らしく生きられる街へ。 B・(E)

事 業 名 予 算

高齢者ケアセンター跡地／恵比寿西二丁目 複合施設(仮称)整備 62億6,300万円
事 業 目 的 事 業 概 要

「渋谷区高齢者ケアセンター」の跡地に、特別養

護老人ホームを中心とした複合施設を整備する。

都営恵比寿西アパートの建替移管に際し、区民

が住み慣れた地域で安心して住み続けることがで

きるよう、区営住宅のほか、高齢者福祉施設、障

がい者福祉施設及び保育園を併設した地域福祉

の中核を担う複合施設を新たに整備する。

●高齢者ケアセンター跡地複合施設（仮称）

・ 整備予定地：神南一丁目44番12,23,24 （地名地番）

・ 施設規模 ：敷地面積 1,214.83 ㎡／延床面積 7,036.00㎡
・ 施設概要 ：特別養護老人ホーム（定員/ユニット型84床）

デイサービス（定員/一般デイ：35人、通所型サービスA：20人、認知症対応型デイ：12人）

地域包括支援センター、介護予防事業・多目的ホール、福祉事務所（一部）

・ 建設工事 ：平成30年度～令和2年度

・ 開設時期 ：令和3年5月（予定）

●恵比寿西二丁目複合施設（仮称）

・ 整備予定地：恵比寿西二丁目13番4,6,7 （地名地番）

・ 施設規模 ：敷地面積 2,975.05㎡／延床面積 7,775.75㎡
・ 施設概要 ：区営住宅（戸数/54戸）

認可保育所（定員/ 110人）

認知症高齢者グループホーム（定員/18人）

看護小規模多機能型居宅介護事業所（登録定員/29人）

地域包括支援センター

障がい者通所施設（定員/20人）

知的障がい者グループホーム（定員/6人）

・ 建設工事 ：平成30年度～令和2年度

・ 開設時期 ：令和3年3月より順次開設予定

特 記 事 項

恵比寿西二丁目複合施設（仮称）には、渋谷区

初となる「看護小規模多機能型居宅介護事業所」

を整備

担 当
福祉部管理課長 髙橋 ☎03-3463-1817 福祉部高齢者福祉課長 小野 ☎03-3463-1865
福祉部障がい者福祉課長 原 ☎03-3463-1916 子ども家庭部保育施設緊急整備担当課長 堀江 ☎03-3463-2546
都市整備部住宅政策課長 早川 ☎03-3463-3540

関連資料の有無 無
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

あらゆる人が、自分らしく生きられる街へ。 B

事 業 名 予 算

介護人材確保・人材育成事業 3,050万円
事 業 目 的 事 業 概 要

超高齢社会が進行する中、さらに増加が見込ま

れる介護需要に対応するため、介護業界の人材の

安定的な確保は喫緊の課題である。

介護職員の住宅費負担を軽減し、働きやすい職

場環境を実現することで介護人材の確保・定着を

図るとともに、災害時の迅速な対応を推進する。

区内の介護事業者に対し、外国人人材に係る雇

用促進と能力向上を目的とした研修を実施する。

●介護職員宿舎借り上げ支援事業

概要：

二次避難所等に関する協定を締結した介護事業所が介護職員向けの宿舎を借り上げた場合に、事業所

の法人が借上げに要した費用（賃料・共益費（管理費）・礼金・更新料）の一部を助成する。

対象：

①区内所在の地域密着型サービスを提供する事業所（東京都の補助制度を活用）

②区の指定管理者等により運営される事業所

助成基準額（宿舎１戸当たり）：

月額５８，０００円

助成率：

７／８ （法人が借上げに要した費用と助成基準額を比較し、少ない方の額に７/８を乗じた金額を助成）

●外国人介護人材育成及び受入のための管理者支援研修

概要：

①外国人介護職員向け研修

渋谷区の介護事業所に就労中又は就労を予定している外国人を対象に、日本の介護現場や高齢者の

習慣に対する理解、介護現場の専門用語や技術等の研修を実施する。

②外国人介護職員受入管理者向け研修

渋谷区の介護事業所の管理者を対象に、外国人人材の雇用制度、採用後の育成、生活のサポート

やメンタルヘルス等に関する研修を実施する。

特 記 事 項

担 当 福祉部介護保険課長 平澤 ☎03-3463-1981 関連資料の有無 無
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

それぞれの成長を、一生よろこべる街へ。 A

事 業 名 予 算

渋谷区パートナーシップ証明取得助成 80万円
事 業 目 的 事 業 概 要

平成27年11月、渋谷区は全国で初めて同性カッ

プルにパートナーシップ証明の発行をスタートした。

更に取得しやすい環境づくりに向けて、取得費用

の一部を助成する。

多くの導入自治体とは異なり、公正証書という「契約」をベースとした渋谷区のパートナーシップ制度は、過去に実施

した「渋谷区 パートナーシップ証明 実態調査」（※）に見られるように、取得者、事業者双方から高い評価を受けている。

これまでも公正証書作成に係る負担軽減の一環として、平成30年度から無料の「にじいろパートナーシップ法律相

談」を実施してきたが、更なる負担軽減のため、公正証書取得に関する費用の一部を助成する。

◆内容

渋谷区パートナーシップ証明の取得の要件として、区が定義する公正証書(①合意契約、②任意後見契約)取得のた

め、公証役場で発生した費用(約6万円)の一部を助成する。

◆開始時期

令和2年度秋に開始予定

※https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/bunka/oowada/partnership_hokoku_kokai.html

特 記 事 項

渋谷区パートナーシップ証明は40組に交付済み

(令和2年2月3日現在)。

取得者の声として、パートナーシップ証明を取得

したカップル(5組10名)が、制度開始から4周年を記

念した令和元年11月15日号「しぶや区ニュース」の

表紙および特集面に登場。

担 当 総務部男女平等・ダイバーシティ推進担当課長 永田 ☎03-3464-1342 関連資料の有無 無
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

計画の実現と持続可能な行財政運営 H

事 業 名 予 算

LINEを活用したオンライン申請等 300万円
事 業 目 的 事 業 概 要

区民の利便性向上を目的として、区役所窓口に

出かけることなく、24時間365日、自宅や外出先な

ど、場所や時間を問わずに手続きができる非来庁

型サービスを推進する。

また、本サービスを推進することで、窓口混雑の

緩和と業務の効率化を図る。

渋谷区LINE公式アカウントにおいて下記の申請等を可能とする。

１ 住民票の写し・住民票除票の申請

２ 課税（非課税）証明書・所得証明書・納税証明書の申請

３ 犬の登録、犬の鑑札再交付、犬の注射済票の交付、犬の注射済票の再交付

４ 道路、橋、公園の遊具等の破損・不具合等の通報

５ 落書きの情報提供

LINEのトーク画面上で上記のメニューを選択し、申請・通報・情報提供することにより、区の担当部署に通知が届く仕

組み。各担当部署はその申請・通報・情報提供に基づき、対応を行う。

特 記 事 項

住民票及び税証明書の申請に必要な本人確認

について、eKYCを導入する。

eKYCとはスマートフォンカメラで撮影した自分の

顔と身分証明書の顔写真との顔認証により本人確

認を行う技術であり、自治体業務としての導入は

全国初。

担 当 経営企画部経営企画課長 奥野 ☎03-3463-1182 関連資料の有無 無
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基本構想ビジョン ビジョン【関連ビジョン】

あらたな文化を生みつづける街へ。 F・(H)
事 業 名 予 算

渋谷区ふるさと納税 4,800万円
事 業 目 的 事 業 概 要

ふるさと納税制度は、地方特産品を中心とした過

度な返礼品競争により都市部では税収減の影響

が年々大きくなっており、渋谷区でも約23億円の減

収と区政運営に多大な影響が生じている。

令和２年度より、ふるさと納税制度を活用し、渋

谷区の特色を生かしたコト消費、体験型の返礼品

開発を行い、渋谷区ならではの先進的な取り組み

に対する賛同を呼びかけ、世界をリードする渋谷

区らしい多様性を認め合う特色あるまちづくりを実

現する。

令和２年度より、ふるさと納税制度を活用した寄附受付を開始します。渋谷区の特色ある取り組みの推進に対して寄

附を募るとともに、渋谷独自のカルチャーを形成する観光、産業資源を活用した体験型、コト消費型の返礼品を開発す

ることで、産業、観光の一層の活性化を図ります。

運用開始：令和２年７月頃（予定）

令和２年度寄附金目標額：1億円

＜渋谷区の観光、産業資源を活用した体験型、コト消費型の返礼品の提供イメージ＞

特 記 事 項

<ふるさと納税制度による本区減収額>

平成30年度 17.44億円

令和元年度 23.35億円

担 当 総務部総務課長 石井 ☎03-3463-1304 関連資料の有無 無

<人気レストラン体験> <渋谷区でのコト消費>

<宿泊体験>



Appendix

©2020 Shibuya City Office All Rights Reserved. 27



28

当初予算案概要

区 分 令和２年度 令和元年度 増減額 増減率

一般会計 105,249 92,395 12,854 13.9
特別会計 46,573 44,691 1,882 4.2

国民健康保険事業会計 24,623 23,503 1,120 4.8
介護保険事業会計 16,043 15,590 453 2.9
後期高齢者医療事業会計 5,907 5,598 309 5.5

合 計 151,822 137,086 14,736 10.7

区 分
令和２年度 令和元年度

増減額 増減率
予算額 構成比 予算額 構成比

特別区税 53,172 50.5 50,835 55.0 2,337 4.6
地方譲与税 414 0.4 407 0.4 7 1.7
地方消費税交付金 8,581 8.2 6,936 7.5 1,645 23.7
地方特例交付金 79 0.1 56 0.1 23 42.0
特別区交付金 2,500 2.4 3,000 3.3 △ 500 △ 16.7
分担金及び負担金 845 0.8 1,015 1.1 △ 170 △ 16.8
使用料及び手数料 6,044 5.8 5,996 6.5 48 0.8
国庫支出金 13,368 12.7 12,514 13.5 854 6.8
都支出金 8,840 8.4 6,900 7.5 1,940 28.1
繰入金 5,500 5.2 0 0.0 5,500 皆増

繰越金 1,722 1.6 1,141 1.2 581 51.0
その他の歳入 4,184 3.9 3,595 3.9 589 16.4
合 計 105,249 100.0 92,395 100.0 12,854 13.9

財政規模

歳入内訳

（単位：百万円・％）

（単位：百万円・％）
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歳出内訳（一般会計）

区 分
令和２年度 令和元年度

増減額 増減率
予算額 構成比 予算額 構成比

総務費 16,428 15.6 14,630 15.8 1,798 12.3
民生費 51,783 49.2 46,836 50.7 4,947 10.6
衛生費 5,125 4.9 4,313 4.7 812 18.8
環境費 4,847 4.6 4,462 4.8 385 8.6
産業経済費 830 0.8 838 0.9 △ 8 △ 0.9
土木費 11,591 11.0 8,477 9.2 3,114 36.7
教育費 12,194 11.6 9,939 10.8 2,255 22.7
公債費 1,442 1.4 1,782 1.9 △ 340 △ 19.1
その他 1,009 0.9 1,118 1.2 △ 109 △ 9.7
合 計 105,249 100.0 92,395 100.0 12,854 13.9

区 分
令和２年度 令和元年度

増減額 増減率
予算額 構成比 予算額 構成比

義務的経費 46,536 44.2 44,675 48.3 1,861 4.2
人件費 19,803 18.8 18,629 20.1 1,174 6.3
扶助費 25,291 24.0 24,264 26.3 1,027 4.2
公債費 1,442 1.4 1,782 1.9 △ 340 △ 19.1

普通建設事業費 17,585 16.7 9,223 10.0 8,362 90.7
その他の経費 41,128 39.1 38,497 41.7 2,631 6.8

物件費 24,555 23.3 23,652 25.6 903 3.8
補助費等 7,788 7.4 6,878 7.4 910 13.2
繰出金 7,394 7.0 6,653 7.2 741 11.1
その他 1,391 1.4 1,314 1.5 77 5.9

合 計 105,249 100.0 92,395 100.0 12,854 13.9

款別内訳

性質別内訳

（単位：百万円・％）

（単位：百万円・％）
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一般会計財政規模の推移

500.00

600.00

700.00

800.00

900.00

1000.00

1100.00

H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度

財政規模 809.37 845.23 820.04 803.33 764.10 827.10 857.60 845.52 926.52 937.68 923.95 1052.49
伸び率 7.9% 4.4% -3.0% -2.0% -4.9% 8.2% 3.7% -1.4% 9.6% 1.2% -1.5% 13.9%

（単位：億円）
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令和２年度（2020年度）

渋谷区 当初予算案の概要
令和2年2月3日 記者発表資料

渋谷区 広報コミュニケーション課

☎ 03-3463-1287
✉sec-koho@shibuya.tokyo

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/
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